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第１号議案 ２０１２年度事業報告・決算報告・監査報告の件 

 

はじめに 

 ユニセフは、子どもの権利条約に基づいて子どもたちの生存、成長、保護、参加の権利を

守るために支援活動をしています。 

一昨年、ソマリヤをはじめ「アフリカの角」と呼ばれるアフリカ東部を襲った過去６０年間

で最悪の大干ばつは、アフリカ中・西部のサヘル地域に拡大し、サヘル地域の子どもたちは、

貧困が原因で慢性的な栄養不良や劣悪な環境の中で命の危機に晒され、ユニセフの継続的な支

援が必要とされています。 

ユニセフの「５歳未満児の死亡率を１９９０年の水準（１２４０万人）の３分の１に削減す

る」取り組みは、２０１２年には６９０万人に低減し大きく改善されました。しかし、多くの

国々、特にアフリカや南アジアの国々では、いまだ子どもの死亡率は高いままで、近年子ども

の死亡数減少において、ほとんどあるいは全く進展が見られない国もあります。 

２０１２年度岩手県ユニセフ協会の活動は、ユニセフ出前講座、子どもたちの３・１１ユニ

セフ東日本大震災写真展、ユニセフ・ラブウォーク、平和チャリティ－コンサート、ハンド・

イン・ハンド募金活動などに多くの子どもたちが参加し、世界の子どもたちへの支援の輪が大

きく広がりました。 

東日本大震災支援活動は２年目の活動となり、心理社会的ケア（心のケア）、子どもの保護、

子どもにやさしい復興をめざし進められており、岩手県ユニセフ協会も日本ユニセフ協会と連

携しすすめてきました。 

被災地の子どもたちへの映画上映会、大槌保育園・幼稚園球根ボランティアのほか、福島の

子どもたちの保養プロジェクト「夏だ！キャンプだ!in いわて」では学生ボランティアが活躍

しました。 

また、個人・団体からのユニセフ募金総額は，５，７７７，４２５円となりました。 

 

１．岩手県ユニセフ協会の運営 

   

（１） 第１回理事会・評議員会２月２８日、第２回理事会１１月１３日に開催しました。 

    

（２） 経費は、日本ユニセフ協会との協力協定および協力協定細則に基づき、運営仮受金６９

１，５００円、地域普及仮受金２，０８６，８２２円、カード仮受金７１，７７７円か

ら支出しています。 

     東日本大震災支援仮受金は、被災地にスタッフを配置するなど支援活動に関わる費用

です。 

（３）県協会の活動はボランティア延べ１５０名が参加し、ユニセフ出前講座・イベントへの

対応をしました。１２月ハンド・イン・ハンド募金活動には県内でボランティア１００

８名が参加しました。 

日本ユニセフ協会の会議・研修会にも参加しました。 

 

① 県協会の日常的な運営や企画の具体化を話し合う運営会議（構成：専務理事・常務理
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事・ボランティアスタッフ）を年１０回開催し、活動を円滑にすすめてきました。また

花巻友の会は、毎月例会を開き、運営や活動の交流を深めました。

② いわて生協ユニセフ委員会は、作成した紙芝居を活用し、学校や地域のユニセフ出前講

座に参加し、岩手県協会ボランティアスタッフとして一緒に活動してきました。

③ 諸会議・研修への参加

２月１６～１７日 日本ユニセフ協会協定地域組織事務局長会議（東京：ユニセフハウス）

事務局長 藤原綾子

６月７～８日 日本ユニセフ協会協定地域組織学習講師研修会（東京：ユニセフハウス）

川村エイ 猿館佳恵

２．募金活動と会員拡大に取り組みました。

（１）２０１２年度岩手県協会に寄せられた募金額は、５，７７７，４２５円と（年度目標１

０００万円）となっています。

（２） 一般募金と指定募金

① 学校では、総合的な学習の時間に国際理解講座としてユニセフに取り組み「世界の子ど

もたちを知り、自分たちにできることを見つけよう」と資料・ビデオ学習し、ユニセフ

募金に取り組みました。

② 花巻友の会は、２月１３日会員のつどい、７月３ 日ユニセフ平和チャリティ－コンサ

ート、１１月１日ユニセフバザーを開催、１２月ハンド・イン・ハンド募金活動に取り

組みました。

③ いわて生協は、お店に募金箱を設置、ファミリー募金、ハンド・イン・ハンド募金、書

き損じ･未使用ハガキなどの取り組みのほか、カレンダー募金にも取り組みました。全

国生協指定募金としてコープ商品の利用で「アンゴラの子どもたちにやさしい学校づく

り」、ネパール指定募金にも取り組みました。

④ 各生協では、岩手県学校生協で「１万人ユニセフ募金活動」、盛岡大学生協学生委員会、

みやこ映画生協、盛岡医療生協でユニセフ活動に取り組みました。県内生協ではユニセ

フ募金箱の設置をし、日常的な募金活動に取り組んでいます。

⑤ 募金贈呈式は、学校１１校・３団体でした。

佐比内小学校、星山小学校、桜台小学校、矢沢小学校、若葉小学校、鬼柳小学校、小屋

瀬小学校、笹渡小学校、盛岡スコーレ高校、大川目中学校、盛岡大学生協学生委員会、
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立正佼成会教会青年部、ゆかわ脳外科スポーツクラブ、盛岡レオクラブ 

    
               

⑥ ユニセフハンド・イン・ハンド（全国一斉街頭募金活動） 

  今年度のテーマは「ワクチンで、守ろう小さな命。」、１２月 1 日花巻友の会、１２月

１５日いわて生協・岩手県学校生協・盛岡大学生協・岩手県ユニセフ協会が盛岡市内で

実施し、ボランティア４３３名(内子ども４０２名)の参加、募金額は４４９，９６０円

でした。 

  県内では、学校や諸団体、いわて生協が実施し、参加ボランティア１００８名、１，０

０７，５９５円の募金となりました。 

    
 

（３）ユニセフ募金箱の設置 

   募金箱設置のご協力店・ホテルは花巻９ケ所、盛岡９ケ所となっており、年 1回募金回

収し、日本ユニセフ協会に送金しています。 

                                         

（４）ユニセフ会員 
 

新加入は７人、２０１２年１２月末の会員は団体会員２件・一般会員１９９人・学生会

員３人 合計２０４人となっており、盛岡･花巻中心の会員を全県に広めていくことが

課題です。 

 

３．広報活動・開発教育に取り組みました。 

  （１）広報活動 

① ユニセフ視聴覚ライブラリーは学校中心に貸し出ししました。 

② 日本ユニセフ協会発行の資料の活用 

③ ユニセフ写真展・講演会等を通して、世界の子どもたちの現状を伝え、ユニセフへの

理解と支援を広めてきました。 

④  岩手県ユニセフ協会ニュース３回・花巻友の会ニュースを３回発行 

⑤ ホームページのメンテナンス 

 

（２）開発活動 

①  学校や団体の要請に応え、ユニセフ出前講座は、洋野町立城内小学校２回、滝沢村立

滝沢中学校、盛岡市立上田小学校、盛岡市立土淵中学校、金ケ崎町立永岡小学校、盛

岡スコーレ高校、西和賀町民大学で開催しました。学校募金贈呈式でもユニセフ活動

のお知らせをしています。 
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② ユニセフボランティア養成講座は開催できませんでした。

③ ボランティア活動をすすめるための研修会は、東日本大震災支援活動をしている日本

セラピー協会やＣＡＰ岩手おとなワークシヨップを岩手県協会ボランティアメンバー

も受講しました。

④ 学生ボランティアは、被災地の支援活動と福島の子ども保養プロジェクト「夏だ！キ

ャンプだ！ｉｎいわて」に参加し、支援のための研修にも参加しました。

４．子どもたちの３・１１ユニセフ東日本大震災報告写真展

３月１日～５日、多くの著名な写真家の方々、国内報道各社のご協力をいただき、この

惨状と子どもたちの実情、そしてみなさまの募金によって展開されたユニセフ緊急支援、

復興支援の様子を伝える写真展を盛岡市イオンモール盛岡イオンホールで開催しました。

キャラホール少年少女合唱団による東日本大震災支援コンサートも開催するなど期間中

１５００名の来場者となり、子どもたち・ご家族連れをはじめ、大槌・山田・宮古･大

船渡の被災者の方々にもご来場いただきました。
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５ 第２回いわてユニセフ・ラブウォーク

５月２０日、思い思いのペースで歩いた汗がユニセフを通じて開発途上国の子どもたちに

役立てられるユニセフ・ラブウォークは、岩手県・盛岡市ウォーキング協会と共催し盛岡

城跡公園から清流中津川河川で実施、親子参加も多く２００名の参加で実施しました。

｢東日本大震災緊急募金｣は、８７，５００円でした。

６．花巻友の会 ユニセフ平和チャリティ－コンサート

７月２９日、一人ひとりの出会いを大切にし、お互いに支えあい、助け合って平和な未来

をめざして第３回ユニセフ平和チャリティ－コンサートをなはんプラザで開催しました。

｢賢治のこころ｣をテーマに花巻農業高校・鹿踊り、不来方高校音楽部ほか市民コーラス

四つ葉・響流はなまき・絵本ライブ の出演、最後は「精神歌」「ふるさと」を大合唱し

感動のひとときを過ごしました。ユニセフ募金は、４０，８５２円でした。

７．第１１回「いわてユニセフのつどい」の開催

８月５日、「子どもたちに平和な未来を！」をテーマに世界の子どもたちの現状とユニセ

フ東日本大震災支援について、日本ユニセフ協会東日本大震災災害対策本部東北代表水野

眞里子さんの報告と「あの日の広島をわたしのことばで」ご自身の体験記を兵庫県ユニ

セフ協会の竹本成德会長に講演いただきました。

ユニセフの支援者と賛助会員など 名が参加し、「改めて世界の子どもたちの置かれて

いる現状を知り胸が打たれました」「“子どもにやさしいまちをつくろう”ということば

に改めて震災復興支援の取り組みの視点を考えさせられた」

「竹本さんの報告は胸につきささる感嘆を受けた。問題は人口爆発と気候変動、戦争と

核・原発問題を如何にして同時並行的に克服していくかである」など感想が寄せられまし

た。東日本大震災「 子どもたちが見たもの プロジェクト」写真展同時開催
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８．東日本大震災支援活動

日本ユニセフ協会の東日本大震災支援は、２年目にはいり心理社会的支援（心のケア）、

子どもの保護、子どもにやさしい復興をめざした支援活動をすすめてきました。

災害対策本部盛岡事務所は縮小し、県協会も一体となって沿岸地区にスタッフを配置し行

政・関係団体と協力し、プレイセラピー研修、ＣＡＰワークシヨップ、父子家庭支援、里

親支援、大槌町づくりなどの活動に取り組んできました。

岩手県ユニセフ協会の支援活動

５月 田老映画祭 キッズシアター

５月 大槌保育園・幼稚園グラジオラス球根植え

７月 大槌町キッズコーラスあぐどまめと盛岡キャラホール少年少女合唱団の交流練習
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８月 夏休み映画鑑賞バスツアー 沿岸１０地区

８月 福島の子ども保養プロジェクト「夏だ！キャンプだ！ いわて」

岩手県生協連・福島ユニセフ協会共催

１０月 大槌保育園・幼稚園チューリップ球根植え

２月 盛岡キャラホール少年少女合唱団コンサート、大槌町キッズコーラスあぐどまめ

９．ユニセフカード ギフトの頒布

カード・グッツの取り扱いは、 ６９１，７３０円となり、学校・地域・団体のイベント

でご案内し、ユニセフを知っていただく機会ともなりました。代金の５０％はユニセフ

募金となっています。
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１０．他団体との提携 

  １０月１４日 いわて生協まつり 福祉まつり  

１０月３０日  岩手県消費者大会 

１１月１８日  ワン・ワールドフェスタｉｎいわて 岩手県国際交流協会 

  １１月２９日  産直推進大会 

   

   

２０１２年度 岩手県ユニセフ協会活動日誌 

１月１１日 ユニセフボランティア新春交流会 

１月２０日 第１回運営会議 

１月２４日 大槌町みどり幼稚園仮園舎落成式 

１月２７日 岩大附属中学校来訪 

２月 ９日 2011 年度期末会計監査 

２月１０日 いわて生協ユニセフ委員会 

２月１１日 盛岡レオクラブ募金贈呈式 

２月１３日 花巻友の会つどい 

２月１４日 紫波町立佐比内小学校募金贈呈式 

２月１６～17 日 全国協定地域組織事務局長会議 

２月２１日  紫波町立星山小学校募金贈呈式 

２月２８日 第 1回理事会・評議員会 

３月１日～５日 子どもたちの 3・11 ユニセフ東日本大震災写真展 

３月１６日 第２回運営会議 

３月２２日 西和賀町民大学出前講座 

３月２４日 大槌吉里吉里保育園卒園式 

３月２８日 大槌町挨拶まわり 近藤智春フィールドマネージャー同行 

３月２９日 岩手県挨拶まわり 

４月１３日 第 3回運営会議 

４月１４日 久慈市立大川目中学校募金贈呈式 

４月２６日 いわて生協ユニセフ委員会 

５月 ３日 大槌町づくり遊具贈呈式 

５月１０日 洋野町立城内小学校出前講座① 

５月１１日 第 4回運営会議 

５月２０日  第 2 回ユニセフ・ラブウォーク in いわて 

５月２５日 陸前高田市 父子家庭支援研修 

５月３１日  大槌保育園・幼稚園球根ボランティア 

６月 ２日 福島の子ども保護プロジェクト第 1回実行委員会 

６月 ７日 ウィーン少年合唱団盛岡公演募金活動 
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６月７～8日 全国協定地域組織学習講師研修会 

６月１２日 いわて生協総代会カード頒布 

６月１５日 第 5回運営会議 

６月１７日 福島の子ども保護プロジェクト第 2回実行委員会 

６月２１日  岩手県生協連総会  

６月３０日 立正佼成会盛岡教会青年部募金贈呈 

７月 １日 インクルいわてシンポジューム 

７月  ８日 福島の子ども保護プロジェクト第 3回実行委員会 

７月１２日  滝沢村立滝沢中学校出前講座 

７月１２日 第 6回運営会議 

７月１４日  大槌キッズコーラスあぐどまめ・キャラホール少年少女合唱団交流練習 

７月２９日 ユニセフ平和チャリテイコンサート（花巻友の会） 

８月 ５日 第 11 回いわてユニセフのつどい 

８月６～9日 夏だ！キャンプだ！ｉｎいわて（八幡平焼走り交流プラザ）福島の子ども保養 P 

８月２２日 いわて生協ユニセフ委員会 

８月２５日 岩手県教育委員会・児童家庭課回り 

９月 4～5日 北海道ユニセフ協会・ユニセフ東日本大震災報告 

９月１３日  第 7 回運営会議 

１０月１２日 第 8回運営会議 

１０月１２日 ゆかわ脳外科スポーツクラブ募金贈呈  

１０月１４日 いわて生協福祉まつり 

１０月２５日 大槌保育園・幼稚園球根ボランティア 

１０月２９日  洋野町立城内小学校出前講座② 

１０月３１日 岩手県消費者大会カード頒布  

１１月 １日 花巻友の会バザー  

１１月 ３日 いわて生協宮古 DORA 復興まつりカード頒布 

１１月 ９日 盛岡市立上田小学校出前講座 

１１月１３日 第２回理事会 

１１月１６日 第 9回運営会議 

１１月１６日 矢沢小学校募金贈呈 

１１月１８日 ワン・ワールドフェスタinいわて 

１１月２４日 久慈コープ 出前講座 

１１月２６日 盛岡市立土淵中学校出前講座 

１２月  ５日  金ケ崎町立永岡小学校出前講座 

１２月  ７日  第 10 回運営会議 

１２月  １日 ２０１２ハンド・イン・ハンド 花巻市 3 ケ所 

１２月１５日 ２０１２ハンド・イン・ハンド 盛岡市 7 ケ所 
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岩手県ユニセフ協会収支決算報告（２０１２年１２月３１日） 

   

１．収入の部  

（１）運営仮受金・地域普及仮受金は、日本ユニセフ協会の仮受金として２，７７８，３２２

円（予算比１０３．２％ 年間予算２，６９１，５００円）です。 

（２）カード仮受金７１，７７７円は、２０１１年度のカード＆ギフト販売額の１５％です。 

（３）東日本大震災支援仮受金は、９００，０００円です。 

    

２．支出の部 

（１）事業費 

① 催事費は予算比１３２．０％の執行です。子どもたちの 3.11 ユニセフ写真展、ユニセフ

チャリティーコンサート、ユニセフ・ラブウォーク、ユニセフのつどいなどです。 

② 資料制作費は予算比９８．２％の執行となっており、岩手県協会ニュース、花巻友の会

ニュース発行、活動集の作成費などです。 

③ 通信運搬費は会員へのお知らせや、学校・団体への視聴覚教材・資料等の送付にともな

う郵便代・宅急便代・切手代、電話代などです。予算比１７４．７％の執行です。 

④ 消耗品費は、広報活動にかかわる封筒・文具等の購入によるものです。 

⑤ ボランティア費は、ボランティアの啓発・募金活動を行う際にかかる交通費・ガソリン

代などです。 

⑥ 東日本大震災支援仮受金は、被災地支援に関わる経費です。 

 

（２）運営費 

① 会議費は、理事会・評議員会・運営会議の会場費などです。 

② 通信運搬費は、理事会・評議員会の開催にともなう切手代などです。 

③ 消耗品費は、封筒・文具等の購入によるものです。 

④  印刷製本費は、理事会・評議員会・議案書作成によるものです。 
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【貸借対照表】 ２０１２年１２月３１日現在
科　　目 金　　額

Ⅰ．資産の部
流動資産

現金預金

県協会　現金

県協会普通預金

県協会現金預金計

花巻友の会　現金

花巻友の会現金預金計

流通資産計

固定資産

什器備品

固定資産計
資産計

Ⅱ．負債の部
流動負債

預り金　ユニセフ募金

預り金　カード・グッズ代

流動負債計

Ⅲ．正味財産の部
正味財産

負債及び正味財産の合計
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岩手県ユニセフ協会　２０１２年度収支決算書 至２０１２．１．１～２０１２．１２．３１迄

収入の部
大項目　 中項目 小項目 2012年度予算 2012年度実績 予算比％ 実績 内訳 備考

仮受金収入 県協会 花巻

運営費仮受金 前年１月～１２月当該県の納入会費の５０％

地域普及費仮受金 地域普及仮受金実施要項に基づく

カード普及費仮受金 カード取扱目標額の１５％(2010,2011年度分含）

特別事業費仮受金 東日本大震災支援

寄付金収入

会費収入(独自）

公的機関からの補助金

民間からの補助金

雑収入 預金利息など

募金仮受入金 予算化しません。

カード仮受入金 カード取扱額

小計

前期繰越金

合 計

支出の部
大項目 中項目 小項目 2012年度予算 2012年度実績 予算比 県協会 花巻 備考

事業費

啓発・募金活動費

催事費 催事実施費用、他団体との交流、募金活動

資料制作費 機関誌・募金報告書ほか資料作成費

旅費交通費 啓発・募金活動にかかる旅費と交通費

通信運搬費 事業に伴う郵送代・宅配代・切手代・電話代

消耗品費 啓発・募金活動にかかる文房具代

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ費 ボランティア交通費・保険など

アルバイト費 臨時または定期的なアルバイト手当

光熱水費 電気代・ガス代・水道代

事務所借料

　

事務局スタッフ費 専従スタッフの手当

雑費 啓発・募金活動にかかるその他経費

特別事業費 東日本大震災支援 東日本大震災支援に関わる経費

運営費

会議費 打合せ、お茶代

通信運搬費 日常業務に関わる郵便代・HP

消耗品費 文房具

図書資料費 新聞購入

印刷製本費 議案書・日常書類作成

水熱光費 電気代・ガス代・水道代

賃貸料

事務所借料

OA機器リース料

備品購入費

交通費 事務交通費

事務局スタッフ費 専従スタッフの手当

雑費 日常業務に関わるその他経費

租税公課

募金仮受金払い出し金 予算化しません。

カード仮受金払い出し金 県協会が取り扱った額の協会への送金

次期繰越金

合 計
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第２号議案 ２０１３年度事業計画・収支予算（案）の件

岩手県ユニセフ協会は、２００１年１２月８日、すでに「 財 日本ユニセフ協会花巻友の

会」として活動を推進していた花巻地域のユニセフ会員や、県内でユニセフ活動に取り組んで

いる学校・生協・企業・諸団体のみなさまと手をつなぎ、「ユニセフ支援活動の輪を拡げてい

こう」と、国内で１０番目の「 財 日本ユニセフ協会岩手県支部」を設立しました。

２０１１年 月 日、新公益法人法の下「公益財団法人日本ユニセフ協会」に移行し、これ

に伴い、日本ユニセフ協会と岩手県支部は｢協力協定｣を締結し、名称を「岩手県ユニセフ協

会」に変更しました。活動をすすめていく上で、これまでの組織体制を継続し、県内における

ユニセフ活動の中心的な役割を果たし、岩手に根ざしたユニセフ活動をめざしてすすめてきま

した。

東日本大震災ユニセフ支援の地元組織として、諸団体・ボランティアメンバーとともに、引

き続き被災地の子どもたちの支援に取り組んでいきます。世界中の子どもたちの未来のために、

ユニセフ活動がもっと身近なものとして感じられ、参加できるような活動を広めていきます。

１．募金活動と会員の拡大に取り組みます。

（１）一般募金の理解を広げ募金に取り組みます。

① 広く県民、団体、企業に、ユニセフ活動を普及し募金協力を広げます。

・各生協での、ユニセフファミリー募金、お年玉募金、指定募金の支援をします。

・この間、ユニセフ募金に取り組んでいただいている企業・団体に、資料等を提供し、

引き続き取り組みを呼びかけます。

② 学校募金活動を広げます。

・学校への資料提供、ユニセフ出前講座の講師派遣をします。

・ユニセフハンド・イン・ハンド（全国一斉街頭募金１１～１２月 花巻市、盛岡市）

などで募金活動を呼びかけます。

③ 外国コイン募金、古切手、書き損じハガキに取り組みます。

（２）日本ユニセフ協会からの呼びかけによる「緊急募金」に取り組みます。

（３） 他団体との提携

（４） 県内に友の会の組織作り

（５） ユニセフ募金箱設置協力を呼びかけます。

（６） 賛助会員として、ユニセフ活動を応援する会員拡大は、２５０人を超える会員になる

よう取り組みます。募金額は１，０００万円をめざします。

２．広報活動・開発教育に取り組みます。

（１）広報活動

① ユニセフ視聴覚ライブラリーの貸し出し

② 日本ユニセフ協会発行の資料の活用

③ ユニセフ写真展・講演会等を通して、世界の子どもたちの現状を伝え、ユニセフへの理

解と支援を広めます。

④ 岩手県ユニセフ協会ニュース・花巻友の会ニュースを年３回発行
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⑤ ホームページの充実

（２）開発活動

① 学校や団体の要請に応え、「ユニセフと地球のともだち」を気軽に学習できるユニセフ

出前講座を実施します。

② ユニセフボランティア養成講座の開催 ２０１３年２月、１０月

③ ボランティア活動をすすめるために、研修会や交流会に参加します。

④ 学生ボランティアの運営参加と場づくりに積極的に取り組みます。

３．ユニセフ・写真パネル展

「貧しくも、明日に向かって生きる国」

～アグネス・チャン大使が見た“幸せの国”ブータンの素顔と幸せの源～写真展を開催します

日 時：２０１３年３月 盛岡市・花巻市

ブータンユニセフスタディツアー報告 梅澤明美さん

４ 第３回いわてユニセフ・ラブウォーク ～盛岡城跡公園から清流中津川遊歩道の散策～

思い思いのペースで歩いた汗がユニセフを通じて開発途上国の子どもたちに役立てられる

ユニセフ・ラブウォーク。参加費は世界の子どもたちへのユニセフ募金とします。

日 時： ２０１３年５月１９日（日）

会 場： 盛岡城跡公園広場

コース： ５ｋｍ、１０ｋｍ

参加費： 大人５００円・子ども（１８歳未満）２００円

（共にユニセフ募金、保険の費用を含む）

共 催： 岩手県ウォーキング協会、盛岡市ウォーキング協会

５．花巻友の会「ユニセフ平和チャリティ－コンサート」の開催

花巻友の会設立２５年を記念し、お互いに支えあい、助け合って平和な未来をめざしユニ

セフ平和チャリティ－コンサートを開催します。

日 時： ２０１３年７月２８日（日）

会 場： 花巻文化会館大ホール

６．第１２回「いわてユニセフのつどい」の開催

目 的：「子どもたちにしあわせな未来を！」

活動交流と映画『大震災のあとに』

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災。二週間後の仙台、松島、石

巻を撮影した記録映画。決して忘れてはいけない被災地の記憶、被災者の声、

児童１０８名中７４名が津波にのまれてしまった石巻市大川小学校を中心に

描かれています。

日 時： ２０１３年９月２８日（土）

会 場： 盛岡市 プラザおでってホール

７．東日本大震災支援活動

東日本大震災支援は、引き続き心理社会的支援（心のケア）、子どもの保護、子どもにや

さしい復興をめざした支援活動となっていきます。

災害対策本部と連絡し、県ユニセフ協会が窓口となって被災地で活動するスタッフを２名

を配置しすすめていきます。
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  岩手県ユニセフ協会が中心となり進める支援活動  

   ・大槌町保育園・幼稚園の支援活動 

   ・内陸部の子どもたちとの交流 

・ 子どもたちに楽しい映画・ボードゲーム 

・ お父さんと一緒 一泊温泉保養 

 

８．ユニセフカード・グッツの普及 
 

（１）他団体との提携で、「ユニセフカード&ギフト」カタログ・チラシの配布 

（２）各イベント会場で、「ユニセフカード&ギフト」の頒布 

  

９．他団体とのイベントに積極的に参加します。 

（１）岩手県国際交流協会 ワン・ワールドフェスタ in いわて  

（２）いわて生協福祉まつり 

 

１０．岩手県ユニセフ協会の運営 

（１）理事会年２回 ３月、１０月  評議員会年１回 ３月 

（２）運営会議 年間１０回 
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岩手県ユニセフ協会　２０１３年度収支予算書(案)
至2013.1.1～2013.12.31迄

収入の部
大項目　 中項目 小項目   2013年度予算 　　　　　　　内　　　　容

協会からの仮受金収入

運営費仮受金 前年１月～１２月当該県の納入会費の５０％

地域普及費仮受金 地域普及仮受金実施要項に基づく

カード普及費仮受金 カード取扱目標額の１５％(2012年度分含）

特別事業費仮受金 東日本大震災仮受金

寄付金収入

会費収入（独自）

公的機関から補助金

民間からの補助金

雑収入 預金利息など

募金仮受入金 予算化しません。

カード仮受入金 カード取扱額

小計

前期繰越金

収入合 計

支出の部
大項目 中項目 小項目 2013年度予算 備考

事業費
啓発・募金活動費

催事費 催事実施費用、他団体との交流、募金活動

資料制作費 機関誌・募金報告書ほか資料作成費

旅費交通費 啓発・募金活動にかかる旅費と交通費

通信運搬費 事業に伴う郵送代・宅配代・切手代・電話代

消耗品費 啓発・募金活動にかかる文房具代

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ費 ボランティア交通費・保険など

アルバイト費 臨時または定期的なアルバイト手当

光熱水費 電気代・ガス代・水道代

事務所借料

ＯＡ機器リース料

事務局スタッフ費 専従スタッフの手当

雑費 啓発・募金活動にかかるその他経費

特別事業費 東日本大震災支援費 東日本大震災支援に関わる経費

運営費
会議費 打合せ、お茶代

通信運搬費 日常業務に関わる郵便代・HP

消耗品費 文房具

図書資料費 新聞購入

印刷製本費 議案書・日常書類作成

水熱光費 電気代・ガス代・水道代

賃貸料

事務所借料

OA機器リース料

備品購入費

交通費 事務交通費

事務局スタッフ費 専従スタッフの手当

雑費 日常業務に関わるその他経費

租税公課

募金仮受金払い出し金 県協会が取り扱った額の協会への送金

カード仮受金払い出し金

小計

次期繰越金

支出合 計

－ 17 －



 16

第３号議案 

岩手県ユニセフ協会役員に関する件 

 
任期満了による改選期ですが、県内のユニセフ活動を推進していくために引き続き岩手 

県ユニセフ協会の役員としてお願いいたしたく、以下のとおり提案いたします。  

                   ２０１３年３月２７日現在（敬称略 ５０音順） 
 

 役    職     お   名   前      役     職      名 

  顧    問   達 増 拓 也    岩手県知事 

  顧   問     村  田  源―朗   （株）岩手日報社相談役 

 

  会  長   三 浦   宏   （株）岩手日報社代表取締役社長 

  副 会 長     加  藤  善  正    岩手県生活協同組合連合会会長理事 

             藤 井 克 己   岩手大学学長 

 

  専務理事     内 澤  祥  子   いわて生活協同組合副理事長 

  常務理事     安  藤      厚    元岩手県教育委員長 

              反 町 久 美  いわて生活協同組合常務理事   

高 橋 克 公    岩手県学校生活協同組合専務理事 

        林      正  文    岩手県ユニセフ協会花巻友の会会長 

        向井田  郁  子    盛岡消費者友の会                 

         守  谷  祐  志    岩手県青年海外協力隊を育てる会理事        

  理  事   石 川  育  成   （社）岩手県医師会会長  

         稲 葉     暉  岩手県町村会会長 

         及 川  公  子    ＮＰＯ法人岩手県地域婦人団体協議会会長 

        小 川     彰  岩手医科大学理事長 

金 谷   茂  （社）岩手県ＰＴＡ連合会会長 

鎌 田 英 樹   （株）ＩＢＣ岩手放送代表取締役社長 

                佐 藤 滋 樹  （株）岩手めんこいテレビ代表取締役社長 

柴 崎 一 恵    もりおか女性の会会長 

瀬  川  玲  子   岩手県ユニセフ協会花巻友の会副会長 

高 橋  清 之    岩手県中学校長会常任理事 

谷 藤 裕 明   岩手県市長会会長                        

         富 永 健 治   （株）岩手朝日テレビ代表取締役社長 

豊 巻 浩 也    岩手県教職員組合中央執行委員長 

楢 崎 憲 二  （株）テレビ岩手代表取締役社長 

       ○長谷川 泰 弘    立正佼成会盛岡教会教会長  

増  子  義  孝    岩手県立大学名誉教授 

道 脇 清 文  ＮＨＫ盛岡放送局局長 

宮  澤  啓 祐    宮沢賢治記念会理事長・花巻商工会議所会頭 

横 沢 幹 雄  岩手県小学校長会会長   

 

 監  事     秋 山 信 勝  秋山会計事務所所長 

        伊 藤 慶  子  岩手県消費者団体連絡協議会事務局長   

  

 

 評 議 員      泉 田 将 治   岩手県青年団体協議会会長 

上 田   高  岩手県高等学校教職員組合執行委員長 
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及  川  サチエ    岩手県退職女性校長会顧問 

             大 内   豊  盛岡タイムス社社長      

小田島 順 造  岩手県私学協会会長 

        小野寺 晶 子  国際ソロプチミスト盛岡  

○海 鋒  徹 哉  （社）日本青年会議所東北地区岩手ブロック協議会会長 

川  村  宗  生   （株）川徳代表取締役社長  

桑 島   博   (社)岩手県社会福祉協議会会長 

 小苅米 葉 子  盛岡ゾンタクラブ会長 

柴 田 昭 彦  盛岡ライオンズクラブ会長 

        金 野 耕 治    岩手県労働組合連合会議長 

高  橋  克  彦    作家 

         高 橋 和 雄  岩手県高等学校長協会会長  

        田 沼 征 彦   岩手県農業協同組合中央会会長  

千 葉 庄 悦    岩手県商工会連合会会長 

        千 葉 仁 一  岩手県市町村教育委員会協議会教育長部会長 

智 田 恵 子   盛岡パイロットクラブ会長   

        長 坂 由美子  いわて生活協同組合理事 

内 宮   眞  日本ボーイスカウト岩手連盟事務局長 

平 井 ふみ子   （社）ガールスカウト日本連盟岩手県支部支部長 

村 田 憲 正   （株）エフエム岩手代表取締役社長  

        八 幡  博 文    日本労働組合総連合会岩手県連合会事務局長  

                 （欠員２名） 

  

○２０１２年度第２回理事会（２０１２年１１月１３日）以降に所属団体の役員変更に

伴い新たに就任された役員の方々です。 
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岩手県ユニセフ協会規約

第１章 総 則

前 文 岩手県ユニセフ協会は、公益財団法人日本ユニセフ協会と岩手県ユニセフ協会

との協力協定に基づき設立される。

（名 称）

第１条 本会は、岩手県ユニセフ協会と称する。

（事務所）

第２条 本会は、主たる事務所を岩手県滝沢村に置く。

２ 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

（目 的）

第３条 本会は、公益財団法人日本ユニセフ協会（「日本ユニセフ協会」）との協力協定に基
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づき、岩手県において、日本ユニセフ協会の定款目的を実現することを目的とする。

（活 動）

第４条 本会は、第３条の目的を達成するために、次の活動を行う。

（１）ユニセフのための広報・啓発活動

（２）ユニセフへの協力（募金）活動

（３）県内支援者、募金協力者、地方自治体、関係団体との協力

（４）その他本会の目的を達成するために必要な活動

第２章 運 営

（役 員）

第５条 本会に次の役員を置く。任期は２年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選

任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

（１）理 事 ３０名以内

（２）監 事 ２名以内

（選 任）

第６条 理事及び監事は評議員会において選任し、理事の中から互選で次の役職者を選任する。

（１）会 長 １名

（２）副会長 ３名以内

（３）専務理事 名

（４）常務理事 若干名

（職 務）

第７条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時にはその職務を代行する。

３ 専務理事は会長の意を受けて本会の業務を掌理する。

４ 常務理事は理事会の議決に基づき、必要に応じて本会の業務を掌理する。

５ 理事は理事会を構成し、本会の業務を議決し、執行する。

６ 監事は本会の会計及び業務執行状況を監査する。

第３章 理事会

（権 能）

第８条 会長は毎年２回以上理事会を開催し、この規約に定めるもののほか、以下の事項につ

いて決議し、理事会の議長として理事会を運営する。

（１）本会の事業計画と予算案

（２）本会の事業報告と決算

（３）本会の役員選出

（４）その他本会の業務に関する重要事項

（定足数）

第９条 理事会は、理事の３分の２以上の出席を要し、委任状をもって代わりとすることが

できる。

（議 決）

第１０条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

第４章 評議員会
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（評議員）

第１１条 本会は評議員２５名以上４０名以内を置く。

２ 評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。

３ 評議員の任期は２年とし、再任を妨げない。補欠または増員により選任された評議

員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

（評議員会）

第１２条 評議員会は毎年１回以上開催する。

２ 評議員会は、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。

３ 評議員会の議長は、評議会において互選する。

第５章 財産及び会計

（財産の管理）

第１３条 本会の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。

（会計年度）

第１４条 本会の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。

（事務局）

第１５条 本会の事務を処理するために事務局を設け、理事会の議決を経て事務局長を置くほ

か、積極的にボランティアの参加を得るものとする。

第６章 規約の変更及び解散

（規約の変更）

第１６条 この規約は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数

の４分の３以上の議決を経なければ変更することができない。

（解 散）

第１７条 本会は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の４

分の３以上の議決を経て解散することができ、残余財産については日本ユニセフ協会

に寄付するものとする。

第７章 賛 助 会 員

（賛助会員）

第１８条 本会の主旨に賛同し、支援する個人又は団体を賛助会員とすることができる。

２ 賛助会員は、本会の運営に関し、何らの権利及び義務を有しない。

３ 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第８章 補 則

（補 則）

第１９条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経

て、会長が別に定める。

付則 この規約は２０１１年４月１日から施行する。
※公益財団法人日本ユニセフ協会が登記された日をもって実施日とする。
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岩手県ユニセフ協会の活動 年 月～
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